
令和４年度及び５年度の「トラック輸送における取引環境・
労働時間改善神奈川県地方協議会」の取組みについて

（関東運輸局神奈川運輸支局・一般社団法人神奈川県トラック協会）

資料４



関東運輸局神奈川運輸支局の取組みについて



トラック事業の取引環境適正化に向けた関東運輸局の取組み

1

荷主への対応

荷主団体への対応

トラック事業者団体への対応

令和４年１１月、関東経済産業局との連名により、関東商
工会議所連合会に対し、トラック事業者から運賃交渉の申し
出があった場合には積極的に応じ、燃料費の上昇分も考慮し
たうえで、十分に協議を行っていただくよう、傘下会員等へ
の周知を依頼。

令和４年１２月、関東トラック協会あてに、トラック事業
者と荷主が協議の上、適正な運賃による契約を締結すること
が取引環境の適正化のために不可欠との認識のもと、各ト
ラック事業者が自己の経営状況を踏まえて運賃を分析したう
えで、荷主との運賃交渉に臨むよう傘下会員への周知を依頼。

令和４年５月、燃料サーチャージの導入や標準的な運賃の設定につ
いて荷主の理解と協力を求めるため、関東運輸局、各都県労働局、関
東経済産業局の連名による文書を各都県トラック協会を通じて荷主へ
発送（８，６００者）。

また、令和５年８月、物流２０２４年問題を乗り切るため、トラッ
ク事業者の取引環境改善に向け、荷主の理解と協力を求めることを目
的とし、関東農政局も加わった４局連名による文書を各都県トラック
協会を通じて、荷主へ発送（約９，０００者）。



トラック事業の取引環境適正化に向けた関東運輸局の取組み

２

令和５年６月、トラック事業者及び荷主企業を対象とし、公正取引委員会・運送事業者・外部
講師がそれぞれ講演を行い、トラック事業者と荷主企業が協力して持続可能な物流の実現を目的
とした「２０２４年問題対策セミナー」を関東トラック協会と共同主催にてを開催。（会場１０
０人、WEB５００人が参加）



トラック事業の取引環境適正化に向けた神奈川運輸支局の取組み

３

経営者団体４団体に書面を手交

神奈川運輸支局において、神奈川県商工連合会、神奈川県中小企業中央会、（一社）神奈川県経営者
協会、（一社）神奈川県商工会議所連合会に対し、に対し、トラック事業者から運賃交渉の申し出が
あった場合には積極的に応じ、燃料費の上昇分も考慮したうえで、十分に協議を行っていただくよう、
傘下会員等への周知を依頼。

トラック運送事業者に対する改正労働基準法等の内容を含む労働時間に関する法制度等の周知や促
進に向けて、各種セミナーにおいて周知を行う。

令和５年１０月１１日 荷役作業における労働災害防止講習会において講演予定

令和５年１１月２７日 トラック輸送における取引環境・労働時間改善神奈川地方協議会に
おいて各省庁・企業における取組みに関してセミナーを開催予定

労働時間に関する法制度等の周知活動



神奈川運輸支局における高校訪問関係

運送事業の運転者は、中高年層に依存した状態であり、若年層・女性の就労者が少ない状況
にある現状を踏まえ、若年層等に自動車運送事業に対する関心を持ってもらい、運転者を指向
する可能性のある層を少しでも広げることが不可欠であることから、高等学校等の校長等への
説明を通じ、就職活動を控えた高校生等に対し職業としての運転者に関心や興味を喚起するこ
とを目的に平成２７年度から実施している。

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

神奈川 １０校 １５校 １５校 １７校

※神奈川以外の支局においても、訪問する高校数にはばらつきはあるものの毎年度実施している

＜高校生向け＞ ＜教員向け＞ ＜訪問時＞
支局長自らが高校へ出向き、
校長先生や進路指導の先生に
対して、パンフレットを使用
し運送事業の概要と役割など
について説明している。
なお、パンフレットについて
は、生徒の目につくところに
置いていただくようお願いし
てきている。
（例えば、進路指導室に置い
ていただくなど）

４



標準的な運賃・適正な運賃収受のための荷主周知活動

５

トラック運送業においては、運転者の労働環境は他の産業と比べて長時間労働・低賃金の状況にあり、
運転者不足が大きな課題となっている。運転者の労働条件の改善等を図るため、貨物自動車運送事業法
の改正が行われ、令和６年度から年間 960 時間の時間外労働の限度時間が設定されること等を踏まえ、
運転者の労働条件を改善し、トラック運送業がその機能を持続的に維持していくに当たっては、法令を
遵守して持続的に事業を行っていくための参考となる運賃を示すことが効果的であるとの趣旨により設
けられたもの。

標準的な運賃について

神奈川県内 １，５００社 届出率 ５９．２％ ※令和５年７月３１日現在
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標準的な運賃について（背景）

＊（公社）全日本トラック協会HPより

令和６年４月からは時間外労働の上限規制が適用令和６年４月からは時間外労働の上限規制が適用

現行規制
見直しの内容

「働き方改革を推進するための関係法律の
整備に関する法律」

原

則

≪労働基準法で法定≫

（１）１日８時間・１週間４０時間

（２）３６協定を結んだ場合、
協定で定めた時間まで時間外労働可能

（３）災害復旧その他避けることができない
事由により臨時の必要がある場合
には、労働時間の延長が可能（労
基法３３条）

≪同左≫

３
６
協
定
の
限
度

≪厚生労働大臣告示：強制力なし≫

（１）・原則、月４５時間かつ年３６０時間

・ただし、臨時的で特別な事情がある
場合、延長に上限なし（年６か
月まで）（特別条項）

（２）・自動車の運転業務は、（１）の適用
を除外

・別途、改善基準告示により、拘束時
間等の上限を規定（貨物自動車
運送事業法、道路運送法に基づ
く行政処分の対象）

≪労働基準法改正により法定：罰則付き≫

（１）・原則、月４５時間 かつ 年３６０時間

・特別条項でも上回ることの出来ない
年間労働時間を設定

①年７２０時間（月平均６０時
間）

②年７２０時間の範囲内で、一時
的に事務量が増加する場合にも
上回ることの出来ない上限を設
定
a.２～６ヶ月の平均でいずれ
も８０時間以内（休日労働
を含む）
b.単月１００時間未満（休日
労働を含む）
c.原則（月４５時間）を上回
る月は年６回を上限

（２）自動車の運転業務の取り扱い
・施行後５年間 現行制度を適用

（改善基準告示により指導、違反が
あれば処分）

・令和６年４月１日以降 年９６０時間
（月平均８０時間）

・将来的には、一般則の適用を目指す６

○ 平成30年7月6日に公布された「働き方改革を推進するための関係法律の整
備に関する法律（働き方改革関連法）」において、長時間労働の是正を図る
観点から、時間外労働について罰則付きの上限規制が導入されることとなり、
トラックドライバーについては、改正法施行の５年後（令和6年4月1日）に、
年960時間（＝月平均80時間以内）の上限規制が適用されます。

〇 このため、規制が適用される令和６年度までに、「荷主と運送事業者の取
引の適正化」、「輸送の効率化」、「若年層などにとっても入職やすい職場
環境の整備」などを進め、長時間労働の是正をはじめとしたトラックドライ
バーの労働環境を改善を進めていなければなりません。

トラックドライバーの現状トラックドライバーの現状

６



「標準的な運賃」告示制度の周知

「標準的な運賃」告示制度の周知を更に進めるため、以下のリーフレットを配布。

７



標準的な運賃について（制度概要）

趣旨・目的の全体像

ドライバーの労働環境改善が大き
な課題

必要なコストに見合った対価を収
受できていない

法律を改正し、標準的な運賃を告示

持続的な経営により、ドライバーの
労働条件を改善し、物流を維持

「標準的な運賃」は、ドライバーの労働
条件を改善し、トラック運送業がその機
能を持続的に維持しながら、国民生活と
経済を支えていくために、法令を遵守し
て経営する際の参考となる運賃を示すこ
とを目的としたものであり、令和６年３
月３１日までの時限措置であったが、令
和５年６月に改正貨物自動車運送事業法
が可決され、適用期間が「当分の間」と
なった。

告示概要

＊（公社）全日本トラック協会HPより

８



荷主・消費者の行動変容に対する取組み①

９



荷主・消費者の行動変容に対する取組み②

１０



トラックＧメンの設置による荷主・元請事業者への監視体制強化

１１

トラックドライバーは、労働時間が長く、低賃金にあることから、担い手不足が喫緊の課題。
働き方改革の一環として、2024年4月からドライバーに時間外労働の上限規制（年960時間）が適用されるが、これによる物流への影響
が懸念（「2024年問題」）。
国土交通省では、貨物自動車運送事業法に基づく荷主等への「働きかけ」「要請」等による是正措置を講じてきたが、2024年問題を前に、
強力な対応が必要。
このため、新たに「トラックGメン」を設置することで荷主等への監視体制を緊急に強化し、荷主対策の実効性を確実なものに。

⇒ 令和5年7月21日、162名体制※で本省及び地方運輸局等に設置
※緊急増員80名（本省２名、地方運輸局等19名、運輸支局等59名）、既存定員との併任等82名（本省13名、地方運輸局等16名、運輸支局等53名）



トラック事業者に対するプッシュ型情報収集について

１２

トラックＧメンによるトラック事業者へのプッシュ型情報収集の実施にあたり、関東運輸局ホーム
ページ及び各管内運輸支局ホームページにおいて、お知らせを掲示。

プッシュ型情報収集に係る周知



働きかけ 要 請

※令和５年８月３１日現在
（令和元年７月からの累計）

勧告・公表

荷主対策の深度化

違反原因行為を荷主がしている
疑いがあると認められる場合

荷主が違反原因行為をしていること
を疑う相当な理由がある場合

要請してもなお改善
されない場合

貨物自動車運送事業法附則第１条の２に基づく荷主への働きかけ等

国交省HPの意見募集窓口、地方運輸局からの連絡、適正化事業実施機関との連携等により、
国交省において端緒情報を収集。事実関係を確認の上、荷主関係省庁と連携して対応。

荷主起因の違反原因行為の割合

対応内容 荷主数

要 請 ５

働きかけ １４２

「働きかけ」等を実施した荷主数

※ 荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合は、公正取引委員会へ通知

43.7%

17.4%

10.8%

9.9%

8.9%

5.2%

4.2% 長時間の荷待ち

依頼になかった附帯業務

過積載運行の要求

運賃・料金の不当な据置き

無理な配送依頼

拘束時間超過

異常気象時の運行指示

１３



神奈川県トラック協会の取組み



時間外労働の上限規制等に関する周知や理解促進に向けた取組み

（概要）
陸上貨物運送事業労働災害防止協会神奈川県支部、神奈川県貨物自動車事業協同組合連合会と共催で、時

間外労働の上限規制や改善基準告示の改正の周知や、トラック運送事業の経営改善支援を行っているコンサ
ルから対応策の解説と事例紹介などを行った。

□ 令和5年度においては、2回開催するとともに、186名が参加
□ 研修会の模様については、動画配信しており、8月末現在315回の視聴

（１）労務研修会の開催

（２）働き方改革推進支援セミナー・働き方改革相談窓口の開催

（概要）
働き方改革関連情報の周知及び、働き方改革の取組を支援・促進するため、働き方改革推進支援

セミナー・働き方改革相談窓口を開催した。
□ 令和5年度においては、3回実施予定（2回実施済）
□ セミナー参加者 23社 相談窓口 11社

（３）ブロック懇談会の開催

（概要）
例年ブロック・地域で開催しているブロック懇談会において、自動車運転者の労働時間等の改善の

ための基準等の周知を行った。
□ 令和4年度においては、神奈川労働局から「改善基準告示の見直しについて」の講演など、全

9回開催し合計270名が参加
□ 令和5年度は11月から開催予定

1



標準的な運賃の普及促進に関する取組み

（概要）
各事業者が、「標準的な運賃」の考え方を踏まえ、原価計算や、独自運賃の作成、荷主との交渉方法を中

心に学ぶことを目的に全日本トラック協会と共催で開催した。
□ 令和5年1月に開催し、38名が参加

（１）「標準的な運賃」活用セミナー（応用編）の開催

（２）荷主企業等への「標準的な運賃」PR活動

（概要）
「標準的な運賃」をトラック運送事業者が十分に活用するため、荷主企業等に向けてWeb告知ツ

ール（シラレル及びアドマトリックスDSP）を用いて、神奈川県トラック協会及び全日本トラック協
会Webサイトへ誘導し、同運賃の周知を行った。（令和4年12月～令和5年7月）

□ 誘導表示回数 シラレル：10,074,286回 アドマトリックスDSP ：20,943,486回
□ クリック数 シラレル： 84,406回 アドマトリックスDSP ： 23,636回
また、一般向け広報活動として、電波媒体、SNS、紙媒体などを活用し、同運賃の周知を行った。
□令和5年4月～ 「標準的な運賃」の20秒ラジオCM
□令和5年4月～7月 「標準的な運賃」のSNS動画広告（YouTube、TVer）
□令和5年4月14日 日本経済、読売、朝日、毎日新聞の神奈川県版に意見広告を掲載

（３）「標準的な運賃」相談窓口の設置

（概要）
「標準的な運賃」の普及促進を図るため、個別相談を実施。
□ 令和５年１月から2回実施し、4件の相談に対応した。
（相談内容：標準的な運賃を活用した交渉、元請け事業者としての標準的な運賃を踏まえた対応等）

2



荷主等への要請やその他周知活動

（概要）
トラックドライバーの労働環境の改善には、荷主企業の協力が不可欠であることから、全日本トラック協

会と各都道府県トラック協会において、荷主宛の改正改善基準告示に関するパンフレットを作成し、会員事
業者の取引先である荷主に対し送付し、周知活動を行った。（632件）

（１）荷主（発荷主・着荷主含む）宛「改正改善基準告示パンフレット」の送付

（２）公正取引委員会の取組み・調査等についての周知

（概要）
協会ホームページを活用し、下請法の運用状況及び中小事業者等の取引公正化に向けた取組みや、荷

主と物流事業者との取引に関する調査結果及び優越的地位の濫用事案の処理状況などを掲載し周知した。

（３）異常気象時における輸送の安全確保の周知

（概要）
大雪や台風などの異常気象時において、運行経路の変更や運行の中止等の柔軟な対応を行うこと、

在庫の積み増しなどの物資融通を行うことについて、国土交通省、農林水産省及び経済産業省の連名
で荷主団体宛に発出した要請文書及び気象情報や道路情報等を協会ホームページに掲載し周知した。

（４）働きやすい職場認証制度の取得推進

（概要）
働きやすい労働環境の実現や安定的な人材確保を図ることを目的とし、働きやすい職場認証制度の

認証取得に係る助成事業を実施。また、多くの事業者に申請してもらうため、制度のWebサイトを
協会のホームページにも掲載。（申請者数 令和4年度：8社 令和5年度：29社）
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